
医療型短期入所事業所開設支援 ※都道府県事業（指定都市、中核市も可）

（項）障害保健福祉費
（目）地域生活支援事業費等補助金 令和６年度概算要求額：524億円の内数（前年度は507億円の内数）

１）新規開設に向けた医療機関等に対する講習等
医療型短期入所事業所の新規開設に向けて、医療機関や介護老人保健施設等に対し、重症心身障害児者等に対する支援の基礎的な
知識や、既存施設の短期入所における支援事例などについての講習等を実施する。

２）新規開設事業所の職員に対する研修等
新規開設事業所の職員に対し、重症心身障害児者等の障害特性に関する知識や支援技術の習得を図るための実地研修等を実施する。
例えば、新規開設事業所と既に医療型短期入所事業を実施している施設との間で、職員を相互に交換する研修を実施することなどが
考えられる。

医療型短期入所事業の対象である重症心身障害児者等が身近な地域で短期入所を利用できるよう、医療機関や介護老人保健施設による
医療型短期入所事業所の開設を支援し、重症心身障害児者等が在宅で安心した生活を送れるよう支援の充実を図ることを目的とする。

目 的

事業内容

都道府県・指定都市・中核市

実地研修・現地研修
（既存の医療型短期入所事業所）

医療的ケアが必要な重症心身障害児者等が居住する
身近な場所

新規開設事業所の
職員が研修受講

短期入所事業所
（病院）

短期入所事業所
（介護老人保健施設）

短期入所事業所
（病院）

短期入所事業所
（介護老人保健施設）

連携・委託

短期入所

講 習 会

基礎的な知識等についての講習会を開催し、新規参入を促す

①

②

③ 現地指導
（アフターフォロー）
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令和元年度障害者総合福祉推進事業「医療型短期入所のあり方に関する実態調査」において、自治体が医療機関等へ
医療型短期入所事業の実施を働きかける際に活用してもらうことを想定し、医療型短期入所への新規参入を促進するため、
医療型短期入所の果たす役割や開設方法、運営イメージの醸成を目的とした冊子の作成し、自治体へ周知した。

医療型短期入所事業所 開設のためのガイドブック

実施事業者：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

2



短期入所に係る論点

論点１ 緊急時の重度障害者の受入機能の充実について

論点２ 医療的ケア児者の受入体制の拡充について

論点３ 介護老人保健施設における医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減
について

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第37回（R5.9.27） 資料１
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【論点１】緊急時の重度障害者の受入機能の充実について

○ 短期入所サービスについては、地域生活支援拠点等として位置づけた場合、緊急時のための受入機能の強
化分として、緊急であるか否かに関わらず、短期入所サービスを行った際に、利用を開始した日に100単位
が加算される。（算定率12.1％）

○ また、障害児者及びその家族の地域での生活を支援する観点から、介護を行う者が疾病にかかった等の理
由により、居宅で介護を受けることが困難かつ、緊急的に利用を受け入れた場合には、緊急短期入所受入加
算が算定できるが、緊急時の対応のため、職員の増員といった人件費がかさむとの意見がある。（算定率：
福祉型６％、医療型0.6％）

現状・課題

○ 重度障害者の緊急時の受入について、平時から地域の重度障害者の生活状況等を把握するため、基幹相談
支援センター、医療機関、行政機関、自立支援協議会等との情報連携が必要であることから、平時からの情
報連携を整えた事業所が、医療的ケア児者等の重度障害者を受け入れた場合についての評価を検討してはど
うか。

○ あわせて、緊急時の受入体制構築について、緊急短期入所受入加算の単位数の見直しを検討してはどうか。

検討の方向性

4



【論点２】医療的ケア児者の受入体制の拡充について

○ 医療的ケア児者の家族のレスパイトの時間を確保することは、医療的ケア児者とその家族への支援に当たっ
て重要であり、医療的ケア児者を受け入れることができる体制の構築が必要との指摘がある。

○ 短期入所サービスについては、これまで、

・ 平成30年度報酬改定において、福祉型強化短期入所サービスを創設するとともに、看護職員による福祉型
短期入所事業所への訪問による看護の提供等について評価の充実

・ 令和３年度報酬改定において、医療型短期入所サービス費の基本報酬の引き上げや、日中活動を実施して
いる場合の評価の充実を行っている。

現状・課題

○ 医療的ケア児者については、入浴支援を行える施設が不足しているなど、現行では十分な受け皿がないと
いった課題があることから、常勤看護職員の配置のある福祉型強化短期入所サービスにおいて、このような日中
のみの支援ニーズに応えるサービス類型を検討してはどうか。

○ 福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア判定のスコア表の項目に該当する障害児者を受け入れて対
応している場合や、区分５・６以上を多く受け入れている場合もあることから、このようなケースで医療的ケア
を行う体制をとった場合の評価について検討してはどうか。

○ 医療的ケア児者を安心して預けてもらうため、医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に
対して、医療型短期入所サービスを利用する前から、事前に自宅等へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上
で、事業所で新たに受け入れた場合の評価について検討してはどうか。

検討の方向性
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【論点３】介護老人保健施設における医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減につ
いて

○ 医療型短期入所サービスは、病院、診療所、介護老人保健施設等で実施することができる。

○ 医療型短期入所サービスの実施事業所数を増やしてほしいとの要望も多くあり、一部の介護老人保健施設
において空床型での実施を検討している動きがある一方、指定申請の事務負担が一定程度あるとの意見があ
る。

現状・課題

○ 介護老人保健施設が医療型短期入所サービスの指定申請をする際の事務負担軽減の観点から、介護老人保
健施設の指定申請で提出している書類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とすることを検討してはど
うか。

検討の方向性
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